
ア
ベ
政
権
は

ア
ブ
な
い

人
質
の
命
と
「
国
益
」
を
交
換

Ｉ
Ｓ
に
人
質
を
取
ら
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
Ｉ
Ｓ
と

戦
う
国
に
２
億
ド
ル
＝2

2
0

億

円
の
援
助
」
を
約
束
し
た
安
倍
首

相
に
、「
命
と
暮
ら
し
」
を
任
せ

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

年
間

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
超

20

の
地
域
に
「
帰
還
を
呼
び
か
け

る
」
安
倍
首
相
に
「
安
心
、
安

全
」
を
任
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。核

ミ
サ
イ
ル
の
危
険
性
は
語

っ
て
も
「
放
射
能
」「
原
発
」
の

危
險
性
は
語
ら
な
い
安
倍
首
相

に
私
た
ち
の
暮
ら
し
は
任
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

無
責
任
！
川
内
原
発
の
再
稼
働

あ
る
新
聞
に
も
書
い
て
あ
り

ま
し
た
が
、「
誰
も
安
全
と
言
わ

ず
、
責
任
を
負
え
る
人
も
な
く
、

原
因
も
未
解
明
の
ま
ま
、
そ
し
て

な
に
よ
り

の
災
禍
が
い
ま

3.
11

だ
続
く
こ
の
国
で
、
原
発
再
稼
働

と
は
！
」

企
業
と
電
力
に
の
み

向
き
合
う
安
倍
政
権
に
怒
り
の

渦
が
ま
い
て
い
る
。

こ
の
怒
り
を
、「
も
は
や
安
倍

政
権
は
、
労
働
者
・
市
民
に
と
っ

て
不
要
で
す
」
の
声
に
転
化
し
よ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
打
倒

安
倍
」
で
手
を
つ
な
ぎ
、
退
陣
を

迫
ろ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
の
「
う
ね
り
」
を
確
か
な
物

に
し
て
前
進
し
ま
し
ょ
う
。

未
来
の
た
め
に
。
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脱 原 発の

火を消すな！

「戦争法反対！憲法改悪阻止！」の闘いを労組、職場、地域で

創ったぞ！ この結集力を8.30集会（犀川河川敷）へ、国会１０万人全国１００万人集会へ！

参院山場で「戦争法を廃案に追い込み！

国民を戦争に動員する安倍内閣を打倒しよう！」
「
ピ
ー
ス
テ
ン
ト
（
座
り
込

み
）」
ポ
ス
タ
ー
（7

/6

～7/
2

6

）

安
保
法
を
問
う
シ
ー
ル
投
票
結
果

政
党
に
よ
る
「
戦
争
法
反
対
」
街
宣

戦
争
法
反
対
署
名
を
書
く
市
民

学
習
塾
の
先
生
が
子
ど
も
た
ち

に
安
保
法
制
の
問
題
点
を
説
明

晴
れ
た
日
も
雨
の
日
も
。

衆
院
強
行
採
決
糾
弾
！

7.
16

5
00

名
が
結
集



反
戦
平
和
を
考
え
る
集
会

6.
23「

非
核
平
和
行
進
」

金
沢

6.
22

「
戦
争
法
反
対
！
憲
法
改

6.
10

悪
阻
止
！
」
集
会

ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
の
枠
を

越
え
た
労
組
・
市
民
の
結
集

八
団
体
共
同
記
者
会
見

6.
24

～
５
月
３
日
以
降

主
な
闘
い
～

延
べ
３
８
０
０
名
が
参
加

〇

３
「
憲
法
施
行

周
年
」
集

5.

68

会
（
前
段
に
“
制
服
向
上
委
員

会
”
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
、
一
緒

に
デ
モ
行
進
す
る
）
金
沢
平
和
Ｃ

ほ
か4

0
0

名

〇

「
戦
争
立
法
反
対
！
憲
法

6.
10

改
悪
反
対
！
」
集
会
（
労
組
を
中

心
に
市
民
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン

タ
ー
の
枠
を
越
え
て
呼
び
か
け

る
）
集
会
実
行
委

1
,1

0
0

名

〇

～

「
非
核･

平
和
」
行

6.
11

25

進

県
内
６
会
場

各
地
区
平
和

セ
ン
タ
ー･

原
水
禁
石
川

輪
島

市
、
志
賀
町
、
金
沢
市
、
白
山
市
、

小
松
市
ほ
か

5
5

0

名

〇

～

辺
野
古
派
遣
５
名

6.
14

16

〇

青
年
女
性
集
会10

0

名

6.
23

〇

６
～

「
戦
争
法
を
許
さ
な

7.

26

い
ピ
ー
ス
テ
ン
ト

座
り
込
み
」

八
団
体

1
,3

5
0

名(

抗
議

7.
16

集
会5

0
0

名
含
む)

〇

九
条
の
会
小
松20

0

名
、

7.
20

〇

九
条
の
会
七
尾1

0
0

名

7.
23

8.30集会に参加しよう
日時：８月３０日（日）１１時～１２時３０分

場所：桜橋下流右岸（犀星碑まえ）デモ：片町～香林坊～武蔵が辻

安倍政治を許さず！戦争法を廃案に！

“
仮
想
敵
国
”
名
指

し
、
安
倍
政
権
が
煽

る
「
中
国
脅
威
論
」

の
詭
弁

7

月3
0

日
日
刊
ゲ
ン
ダ
イ

も
は
や
「
軍
事
衝
突
」
の
危
機

を
あ
お
り
、
国
民
の
理
解
を
得
る

し
か
な
い
―
―
。
そ
ん
な
安
倍
政

権
の
恐
ろ
し
い
「
本
性
」
が
表
れ

た
。
７
月

日
か
ら
始
ま
っ
た
安

28

保
法
案
の
参
院
特
別
委
。
驚
い
た

の
は
、
与
党
議
員
と
の
や
り
と
り

で
、
安
倍
首
相
や
中
谷
防
衛
相
が

「
中
国
」
を
名
指
し
し
、“
仮
想

敵
国
”
扱
い
の
答
弁
を
繰
り
返
し

て
い
た
こ
と
だ
。

「
中
国
は
防
衛
識
別
圏
を
設
定
し
、

領
空
の
よ
う
に
し
て
い
る
」「
南

沙
諸
島
埋
め
立
て
は
軍
事
基
地
」

要
す
る
に
安
倍
政
権
は
「
安
保

法
案
は
中
国
に
対
抗
す
る
た
め
」

と
言
い
た
か
っ
た
ら
し
い
。
だ
が
、

安
倍
首
相
は

日
に
生
出
演
し

20

た
フ
ジ
テ
レ
ビ
の
番
組
で
、「
目

前
の
脅
威
は
、
ズ
バ
リ
中
国
で
す

か
」
と
問
わ
れ
、「
私
は
特
定
の

国
だ
と
申
し
上
げ
る
つ
も
り
は

あ
り
ま
せ
ん
」
と
ト
ボ
ケ
て
い
た
。

そ
れ
が
参
院
特
別
委
で
は
一
転

し
て
中
国
批
判
だ
。
一
体
な
ぜ
な

の
か
。

「
『
安
保
法
案
は
な
ぜ
必
要
な

の
か
』
と
い
う
疑
問
に
対
し
、
安

倍
政
権
は
こ
れ
ま
で
『
安
全
保
障

環
境
の
変
化
』
と
お
茶
を
濁
し
て

き
た
が
、
い
よ
い
よ
国
民
を
ご
ま

か
し
切
れ
な
く
な
っ
た
。
『
中

国
』
と
い
う
具
体
名
を
挙
げ
な
い

と
ダ
メ
だ
と
判
断
し
た
の
で
し

ょ
う
。

日
に
突
然
、
外
務
省
が

22

中
国
の
東
シ
ナ
海
の
ガ
ス
田
開

発
の
写
真
を
公
表
し
た
の
も
、
そ

の
伏
線
だ
と
思
い
ま
す
」（
与
党

関
係
者
）

違
憲
立
法
の
「
安
保
法
案
」
を

ゴ
リ
押
し
す
る
た
め
に
「
中
国
脅

威
論
」
を
あ
お
り
、
世
論
を
誘
導

し
よ
う
な
ん
て
、
つ
く
づ
く
姑
息

だ
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
参
謀
、
ヘ
ル
マ

ン
・
ゲ
ー
リ
ン
グ
は
「
戦
争
を
望

ま
な
い
国
民
を
政
治
指
導
者
が

望
む
よ
う
に
す
る
の
は
簡
単
。
国

民
に
我
々
は
攻
撃
さ
れ
か
か
っ

て
い
る
と
あ
お
り
、
平
和
主
義
者

に
対
し
て
愛
国
心
が
欠
け
て
い

る
と
非
難
す
れ
ば
い
い
」
と
言
っ

た
が
、
今
の
安
倍
政
権
そ
の
も
の

だ
。国

民
を
騙
し
て
も
安
保
法
案

成
立
の
た
め
に
突
き
進
む
安
倍

政
権
を
絶
対
許
し
て
は
ダ
メ
だ
。

＝
新
聞
見
出
し
＝

安
保
法
案
を
「
か
み
砕

い
て
説
明
し
た
か
」

（
社
会
新
報
よ
り
）

７
月

日
、
自
・
公
に
よ
る

16

衆
議
院
本
会
議
「
強
行
採
決
」
を
、

日
本
の
代
表
的
な
新
聞
は
ど
の

よ
う
に
伝
え
た
か
。

■
「
安
保
論
戦
、
参
院
へ

法
案

11

衆
院
通
過
」（
朝
日
）
。
■
「
安
保

法
案
衆
院
通
過
、
与
党
、
９
月
成

立
へ
強
行
」（
毎
日
）
。
■
「
集
団

的
自
衛
権
容
認
、
戦
後
の
政
策
転

換
」（
読
売
）
。
■
「
安
保
政
策
新

た
な
一
歩
、
関
連
法
案
衆
院
通
過
、

今
国
会
成
立
へ
」（
産
経
）
と
。

こ
れ
ら
に
対
し
米
紙
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
は
、

■
「
日
本
下
院
（
衆
院
）、
軍
備

拡
張
に
道
、
軍
隊
に
従
来
よ
り
フ

リ
ー
ハ
ン
ド
を
与
え
る
安
倍
の

パ
ッ
ケ
ー
ジ
、
抗
議
行
動
に
も
か

か
わ
ら
ず
通
過
」「
よ
り
自
由
な

軍
隊
に
お
墨
付
き
」。
ウ
ォ
ー
ル

ス
ト
リ
ー
ト
ジ
ャ
ー
ナ
ル
は
、

■
「
安
倍
、
強
硬
な
軍
事
法
案
を

後
押
し
」
と
。

ど
ち
ら
が
「
か
み
砕
い
て
説

明
」
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す

か
？日

本
の
新
聞
の
多
く
は
、「
衆

院
通
過
」
は
お
き
ま
り
の
「
通
過

儀
礼
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
思
え
る

よ
う
な
見
出
し
に
「
墮
し
て
」
し

ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ

イ
ム
ス
が
、
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
で
政
権
批
判
を
し
て
い
る

の
は
「
週
間
金
曜
日
」「
日
刊
ゲ

ン
ダ
イ
」「
週
刊
現
代
」
し
か
な

い
と
い
う
主
張
と
重
な
る
。
こ
の

指
摘
に
「
そ
の
と
お
り
」
と
思
う

の
は
編
集
子
だ
け
だ
ろ
う
か
。

＜

当
面
の
日
程＞

最
新
は
主
催
者
に
お
聞
き
下
さ
い
。

◆
８
月

日
（
日
）「
安
倍
政
治

30

を
許
さ
ず
、
戦
争
法
を
廃
案

に
！
」
大
集
会･

デ
モ1

1
:
0
0

～1

2
:
3
0

犀
川
河
川
敷
（
桜
橋
下
流
右

岸
）
戦
争
法
反
対

憲
法
改
悪
阻

止
を
呼
び
か
け
る
八
団
体

◆

～

街
頭
宣
伝
（

8/
24

9/
20

9/

～

は
除
く
）

金
沢
駅
東

14

9/
18

JR

口
、
エ
ム
ザ
前
、
ア
ト
リ
オ
前
、

兼
六
園
下

呼
び
か
け
る
八
団
体

◆

～

参
議
院
山
場

9/
14

9/
18

「
戦
争
法
を
許
さ
な
い
！
ピ
ー
ス

テ
ン
ト

座
り
込
み
」（
四
高
記
念

公
園
時
計
台
前
）

◆
９
月
４
日(

金)

「
広
場
使
用
不

許
可
違
憲
！
」訴
訟

第
７
回
口

頭
弁
論

金
沢
地
裁2

0
2

号
法
廷

◆
９
月
６
日
（
日
）1

3
:
0
0

「
高

浜･

川
内･

伊
方
原
発
の
再
稼
働

を
許
さ
な
い
！
全
国
集
会

京

都
梅
小
路
公
園

◆
９
月

日1
3
:
3
0

拡
大
運
営
委

29

員
会1

5
:
0
0

第

回
定
期
総
会

16

地
場
産
本
館
第
４
研
修
室

県

平
和
セ
ン
タ
ー

◇
複
眼

ト
ン
ボ
の
眼
◇

□
自
衛
の
権
利
は
国
連
憲
章
で
認
め

ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
日
本
に
も
あ
る

の
は
自
明
の
理
と
安
倍
首
相
。
し
か
し

こ
れ
は
、
憲
法
を
ど
う
読
ん
で
も
「
自

衛
権
」
す
ら
否
定
し
て
い
る
の
で
国
連

憲
章
に
頼
っ
た
詭
弁
。
戦
争
は
自
衛
の

名
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
日
中
戦
争
、
太

平
洋
戦
争
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
ラ
ク
、
ア

フ
ガ
ン
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ･･

。

□
戦
力
を
強
化
し
抑
止
力
を
高
め
る

こ
と
が
「
国
民
の
生
命
と
暮
ら
し
を
守

り
戦
争
を
阻
止
で
き
る
」
と
安
倍
首
相
。

□
し
か
し
、
世
界
一
強
力
な
武
力
と
諜

報
力
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
は
、
な
ぜ
9.
11

を
防
げ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

武
力
で
平
和
は
守
れ
な
い
。

編

集

後

記

「
私
が
責
任
者
」
と
は
安
倍
首
相
の

こ
と
ば
。
こ
れ
は
責
任
を
と
る
と
い
う

意
味
で
は
な
く
「
最
高
権
力
者
」
と
い

う
意
味
ら
し
い
。

憲
法
も
「
解
釈
」
変
え
し
国
会
議
員

の
質
問
に
も
「
答
え
な
い
」
首
相
。
し

か
も
、
国
民
に
責
任
を
持
つ
は
ず
の
内

閣
の
閣
議
に
先
立
ち
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
（
国
家

安
全
保
障
会
議
４
大
臣
会
合
）
で
一
切

を
決
め
て
し
ま
う
ら
し
い
。
軍
国
主
義

者
と
し
て
の
面
目
躍
如
か
。

戦
争
法
を
廃
案
に
し
、
安
倍
内
閣
を

は
や
く
退
陣
に
追
い
込
ま
な
け
れ
ば

私
た
ち
の
未
来
は
な
い
。

NT

P
E
A
C
E

ネ
ッ
ト
会
員
募
集
中

年
会
費
３
０
０
０
円

反
戦
平
和
、
脱
原
発
、
人
権
擁
護


